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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 17年 1月 18日 (2005.1.18)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 予 定 さ れ た 受 取 人 に 機 密 保 護 Ｆ Ａ Ｘ 文 書 を 伝 達 す る 方 法 に お い て 、
　 送 信 を 行 う フ ァ ク シ ミ リ ・ シ ス テ ム へ 、 フ ァ ッ ク ス さ れ る 宛 先 情 報 及 び 文 書 を 提 供 す る
ス テ ッ プ と 、
　 前 記 送 信 を 行 う フ ァ ク シ ミ リ ・ シ ス テ ム へ 、 一 つ の コ ー ド を 提 供 す る ス テ ッ プ と 、
　 Ｆ Ａ Ｘ さ れ る べ き 前 記 文 書 を 、 暗 号 化 さ れ た Ｆ Ａ Ｘ 文 書 へ 変 換 す る ス テ ッ プ で あ っ て 、
誤 り 保 護 及 び 冗 長 デ ー タ を 前 記 文 書 の デ ー タ に 組 み 入 れ る ス テ ッ プ を 含 ん で い る 暗 号 化 ス
テ ッ プ と 、
　 宛 先 情 報 を 含 ん だ ヘ ッ ダ 部 分 と 前 記 暗 号 化 さ れ た Ｆ Ａ Ｘ 文 書 と を 、 機 密 保 護 Ｆ Ａ Ｘ 文 書
と し て フ ァ ッ ク ス 送 信 す る ス テ ッ プ と 、
　 受 信 側 の フ ァ ク シ ミ リ ・ シ ス テ ム に お い て 、 前 記 機 密 保 護 Ｆ Ａ Ｘ 文 書 を 受 信 す る ス テ ッ
プ と 、
　 受 信 さ れ た 機 密 保 護 Ｆ Ａ Ｘ 文 書 の 前 記 暗 号 化 さ れ た Ｆ Ａ Ｘ 文 書 の 部 分 を 読 む こ と が 不 可
能 な 状 態 で 、 前 記 ヘ ッ ダ 部 分 を 読 み 取 っ て 予 定 さ れ た 受 取 人 を 確 定 す る ス テ ッ プ と 、
　 予 定 さ れ た 受 取 人 に 前 記 機 密 保 護 Ｆ Ａ Ｘ 文 書 を 提 供 す る ス テ ッ プ と 、
　 解 読 シ ス テ ム に 、 前 記 予 定 さ れ た 受 取 人 か ら 前 記 コ ー ド を 提 供 す る ス テ ッ プ と 、
　 前 記 コ ー ド を 用 い て 、 前 記 暗 号 化 さ れ た Ｆ Ａ Ｘ を 解 読 す る ス テ ッ プ と 、
　 前 記 予 定 さ れ た 受 取 人 に 対 し て 、 Ｆ Ａ Ｘ さ れ た 前 記 文 書 の フ ァ ク シ ミ リ を 提 供 す る ス テ
ッ プ と
か ら な る こ と を 特 徴 と す る 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　 請 求 項 １ 記 載 の 予 定 さ れ た 受 取 人 に 機 密 保 護 Ｆ Ａ Ｘ を 伝 達 す る た め の 方 法 に お い て 、 前



記 送 信 を 行 う フ ァ ク シ ミ リ ・ シ ス テ ム が 、 機 密 保 護 Ｆ Ａ Ｘ ド ラ イ バ を 組 み 込 ん だ プ リ ン タ
／ ス キ ャ ナ ／ Ｆ Ａ Ｘ 装 置 か ら な る こ と を 特 徴 と す る 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 請 求 項 １ 記 載 の 予 定 さ れ た 受 取 人 に 機 密 保 護 Ｆ Ａ Ｘ を 伝 達 す る た め の 方 法 に お い て 、 前
記 送 信 を 行 う フ ァ ク シ ミ リ ・ シ ス テ ム が 、 機 密 保 護 Ｆ Ａ Ｘ ア プ リ ケ ー シ ョ ン 及 び フ ァ ッ ク
ス ・ モ デ ム 回 路 か ら な る コ ン ピ ュ ー タ に 接 続 さ れ た ス キ ャ ナ 周 辺 装 置 で あ る こ と を 特 徴 と
す る 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
　 請 求 項 １ 記 載 の 予 定 さ れ た 受 取 人 に 機 密 保 護 Ｆ Ａ Ｘ を 伝 達 す る た め の 方 法 に お い て 、 受
信 側 の フ ァ ク シ ミ リ ・ シ ス テ ム に お い て 前 記 機 密 保 護 Ｆ Ａ Ｘ 文 書 を 受 信 す る 前 記 ス テ ッ プ
が さ ら に 、 印 刷 さ れ る 機 密 保 護 Ｆ Ａ Ｘ 文 書 と し て 前 記 機 密 保 護 Ｆ Ａ Ｘ 文 書 を 印 刷 す る ス テ
ッ プ を 含 む こ と を 特 徴 と す る 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
　 請 求 項 ４ 記 載 の 予 定 さ れ た 受 取 人 に 機 密 保 護 Ｆ Ａ Ｘ を 伝 達 す る た め の 方 法 に お い て 、 予
定 さ れ た 受 取 人 に 前 記 機 密 保 護 Ｆ Ａ Ｘ 文 書 を 提 供 す る 前 記 ス テ ッ プ が 、 前 記 予 定 受 取 人 へ
前 記 印 刷 さ れ た 機 密 保 護 Ｆ Ａ Ｘ 文 書 を 提 供 す る ス テ ッ プ か ら な る こ と を 特 徴 と す る 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
　 予 定 さ れ た 受 取 人 に 機 密 保 護 状 態 で Ｆ Ａ Ｘ 文 書 を 提 供 す る た め の シ ス テ ム に お い て 、
　 文 書 を ス キ ャ ン し 、 ユ ー ザ が 提 供 す る コ ー ド を 用 い て 前 記 文 書 を 暗 号 化 し 、 暗 号 化 さ れ
な い ヘ ッ ダ 部 分 と 一 緒 に 、 暗 号 化 さ れ た 書 式 の 前 記 文 書 を 送 信 す る た め の 発 信 側 の Ｆ Ａ Ｘ
シ ス テ ム で あ っ て 、 機 密 保 護 Ｆ Ａ Ｘ 文 書 が 前 記 暗 号 化 さ れ な い ヘ ッ ダ 部 分 と 暗 号 化 さ れ た
書 式 の 前 記 文 書 と を 結 合 し た も の で あ る 、 Ｆ Ａ Ｘ シ ス テ ム と 、
　 前 記 暗 号 化 さ れ な い ヘ ッ ダ 部 分 が 人 間 に 判 読 で き る が 前 記 暗 号 化 さ れ た 書 式 の 前 記 文 書
が 人 間 に と っ て 実 質 的 に 判 読 で き な い よ う な 前 記 機 密 保 護 Ｆ Ａ Ｘ 文 書 を 受 信 し 、 印 刷 す る
た め の 受 信 側 の Ｆ Ａ Ｘ シ ス テ ム と 、
　 印 刷 さ れ た 機 密 保 護 Ｆ Ａ Ｘ 文 書 を 読 み 、 予 定 さ れ た 受 取 人 か ら コ ー ド が 提 供 さ れ た と き
に 前 記 暗 号 化 さ れ た 書 式 の 前 記 文 書 を 解 読 す る た め の 解 読 シ ス テ ム で あ っ て 、 前 記 予 定 さ
れ た 受 取 人 に 前 記 文 書 の フ ァ ク シ ミ リ ・ コ ピ ー を 提 供 す る 解 読 シ ス テ ム と
か ら な る シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ７ 】
　 請 求 項 ６ 記 載 の 予 定 さ れ た 受 取 人 に Ｆ Ａ Ｘ 文 書 を 提 供 す る た め の シ ス テ ム に お い て 、 前
記 発 信 側 Ｆ Ａ Ｘ シ ス テ ム が 、 機 密 保 護 Ｆ Ａ Ｘ ド ラ イ バ を 使 用 す る Ｆ Ａ Ｘ 装 置 か ら な る こ と
を 特 徴 と す る シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ８ 】
　 請 求 項 ６ 記 載 の 予 定 さ れ た 受 取 人 に Ｆ Ａ Ｘ 文 書 を 提 供 す る た め の シ ス テ ム に お い て 、 前
記 発 信 側 Ｆ Ａ Ｘ シ ス テ ム が 、
　 ス キ ャ ナ と
　 前 記 コ ー ド を 入 力 す る た め の 制 御 パ ネ ル と 、
　 前 記 文 書 を 暗 号 化 す る た め の 中 央 処 理 回 路 と
か ら な る こ と を 特 徴 と す る シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ９ 】
　 請 求 項 ６ 記 載 の 予 定 さ れ た 受 取 人 に Ｆ Ａ Ｘ 文 書 を 提 供 す る た め の シ ス テ ム に お い て 、 前
記 受 信 側 Ｆ Ａ Ｘ シ ス テ ム と 前 記 解 読 シ ス テ ム が 、 パ ソ コ ン ・ シ ス テ ム の 一 部 で あ る こ と を
特 徴 と す る シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 請 求 項 ６ 記 載 の 予 定 さ れ た 受 取 人 に Ｆ Ａ Ｘ 文 書 を 提 供 す る た め の シ ス テ ム に お い て 、 前
記 解 読 シ ス テ ム が ス キ ャ ン を 行 う 周 辺 装 置 に 接 続 さ れ た パ ソ コ ン か ら な る こ と を 特 徴 と す
る シ ス テ ム 。
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